
病棟の看護配置について 
 

 

＜２階病棟＞ 

２階病棟は急性期病床７対１と脳卒中ケアユニット３対１の看護配置基準です。 

急性期病床では、１日１２人以上の看護職員（看護師・准看護師）と４人以上の看護助手が勤務して

おります。 

８時３０分～１７時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち４人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち１０人以内 

１７時３０分～８時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち１０人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち１９人以内 

脳卒中ケアユニット病床では、１日３人の看護職員（看護師）が勤務しております。 

８時３０分～１７時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち３人 

１７時３０分～８時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち３人 

その他、１０時～１９時まで（遅出出勤）、看護職員１名・看護助手１名が勤務しております。 

 

 

 

＜３階病棟＞ 

３階病棟は急性期病床で７対１の看護配置基準です。 

１日１２人以上の看護職員（看護師・准看護師）と４人引用の看護助手が勤務しております。 

８時３０分～１７時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち５人以内 

看護助手１人あたり受け持ち１３人以内 

１７時３０分～８時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち２０人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち４０人以内 

その他、１０時～１９時まで（遅出出勤）、看護職員１名が勤務しております。 

 

 

 

＜４階病棟＞ 

４階病棟は回復期リハビリテーション病床で１３対１の看護配置基準です。 

１日１０人以上の看護職員（看護師・准看護師）と３人以上の看護助手が勤務しております。 

  ８時３０分～１７時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち７人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち２０人以内 

  １７時３０分～８時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち２０人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち４０人以内 

その他、１０時～１９時まで（遅出出勤）、看護助手１名が勤務しております。 

 

 

 



＜５階病棟＞ 

５階病棟は急性期病床で７対１の看護配置基準です。 

１日１１人以上の看護職員（看護師・准看護師）と３人以上の看護助手が勤務しております。 

  ８時３０分～１７時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち５人以内 

                  看護助手１人あたり受け持ち２０人以内 

１７時３０分～８時３０分までは、看護職員１人あたり受け持ち２０人以内 

                看護助手１人あたり受け持ち４０人以内 

その他、１０時～１９時まで（遅出出勤）、看護職員１名、７時～１６時まで（早出出勤）、 

看護助手１名が勤務しております。 

また、５０６・５０７・５１１・５２０・５２１号室は、地域包括ケア病床になります。 

 

 

 

 

入院時の食事療養について 
 

当院は厚生労働大臣の定める「入院時食事療養（Ⅰ）」の届出を行っており、管理栄養士により計画

的に管理された食事を適時（夕食は午後６時以降）、適温で提供しております。 

 


